
20.  7.  15

長 寿 医 療 制 度
（後期高齢者医療制度）
負担割合を８月に見直します

　
【
応
募
方
法
】
7
月　

日
（
木
）

31

ま
で
に
、
本
人
が
履
歴
書
を
ご
み

対
策
課
（
八
幡
町
2
ノ　

ノ　

、

10

10

�
4
7
3
・
2
1
1
7
）
へ
直
接

持
参
し
て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課
へ
。

さ
れ
て
い
る
「
一
部
負
担
金
の
割

合
」
は
、
毎
年
8
月
1
日
に
住
民

税
の
課
税
所
得
（
市
民
税
・
都
民

税
納
税
通
知
書
の「
課
税
標
準
額
」

各
欄
の
金
額
の
合
計
）
に
よ
り
定

期
判
定
さ
れ
ま
す
。
負
担
割
合
が

変
更
に
な
る
方
に
は
、
新
し
い
負

担
割
合
を
表
示
し
た
被
保
険
者
証

を
7
月
末
日
ま
で
に
配
達
記
録
郵

便
で
郵
送
し
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た

場
合
は
、
8
月
1
日
か
ら
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。
7
月　

日
ま
で
使

31

用
す
る
古
い
被
保
険
者
証
は
、
8

月
1
日
以
降
に
保
険
年
金
課
高
齢

者
医
療
係
（
市
役
所
1
階
）
へ
直

接
持
参
し
て
い
た
だ
く
か
、
同
封

の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

現
在
負
担
割
合
が 

「

１

割

」

の

方

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

２０
５
万
円
未
満
の
場
合
】
引
き
続
き
、

「
1
割
」
の
被
保
険
者
証
を
使
用

し
て
く
だ
さ
い

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

２０
５
万
円
以
上
の
場
合
】
負
担
割
合

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
）
の
負
担

割
合
は
毎
年
８
月
に 

見
直
し
を
行
い
ま
す

　
　

歳
以
上
の
方
と
、　

歳
以
上

75

65

　

歳
未
満
の
方
で
、

75長
寿
医
療
制
度
に

お
い
て
障
害
認
定

を
受
け
て
い
る
方

が
お
持
ち
の
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
に
表
示

が
「
3
割
」
と
な
る
た
め
、
新
し

い
被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す

現
在
負
担
割
合
が 

「

３

割

」

の

方

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

２０
５
万
円
未
満
の
場
合
】
負
担
割
合

が
「
1
割
」
と
な
る
た
め
、
新
し

い
被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

２０
５
万
円
以
上
の
場
合
】
引
き
続
き
、

「
3
割
」
の
被
保
険
者
証
を
使
用

し
て
く
だ
さ
い

現

在

負

担

割

合

が 

「
３
割
」
で
自
己
負
担
限
度

額
が
「
一
般
」
適
用
の
方
は

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

２０
５
万
円
未
満
の
場
合
】
負
担
割
合

が
「
1
割
」
と
な
る
た
め
、
新
し

い
被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

２０
５
万
円
以
上
の
場
合
】
公
的
年
金

等
控
除
の
見
直
し
・
老
年
者
控
除

の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
が
終
了

す
る
た
め
、『
自
己
負
担
限
度
額

「
一
般
」適
用
』
で
は
な
く
な
り
ま

す
。「
3
割
」
と
だ
け
表
示
し
た
新

自己負担限度額

一部負担金
の割合

区　　分 外来＋
入院（世帯）外来

（個人ごと）

８０，１００円＋医療費が
２６７，０００ 円を超えた場
合は、その超えた分の
１％を加算（多数該当
の場合は４４，４００円）

４４，４００円３割
経過措置対象以
外の方（①）

現役並みの
所得がある

方

４４，４００円１２，０００円
３割　※自己
負担限度額
「一般」適用

経過措置対象の
方（②）

４４，４００円１２，０００円１割一般被保険者（③）

２４，６００円

８，０００円１割

Ⅱ（住民税非課税
世帯の方）

低 所 得
の 方

１５，０００円
Ⅰ（住民税非課税
世帯で、控除後の
所得が０円の方）

◆判定基準額
①現役並みの所得がある経過措置対象以外の方＝被保険者の課税所得（注１）が１４５万
円以上で、被保険者が一人の場合は収入が３８３万円以上、二人以上の場合は収入合計５２０
万円以上
②現役並みの所得がある経過措置対象の方＝被保険者の課税所得が１４５万円以上で、７０
歳以上７５歳未満の同一世帯の方との収入合計が３８３万円以上５２０万円未満（注２）
③一般被保険者＝①被保険者の課税所得が１４５万円以上で、被保険者が一人の場合は収
入が３８３万円未満、二人以上の場合は収入合計５２０万円未満（注２）、②住民税課税世帯
で、被保険者の課税所得が１４５万円未満
（注１）課税所得とは、住民税を計算する際の、所得金額から所得控除の合計を差し
引いた課税標準額のことです。
（注２）基準収入額適用申請による申請が必要です。

し
い
被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す

負
担
割
合
が「
３
割
」か
ら

「
１
割
」
に
変
更
で
き
る 

場

合

が

あ

り

ま

す

　

同
一
世
帯
の
被
保
険
者
の
前
年

に
お
け
る
「
収
入
額
」
の
合
計
が
、

基
準
収
入
額
以
下
の
場
合
に
該
当

し
ま
す
。「
収
入
額
」
と
は
、
必
要

経
費
や
控
除
等
を
引
く
前
の
金
額

（
確
定
申
告
書
で
は
「
収
入
金
額

等
」
欄
）
の
合
計
に
な
り
ま
す
。

　
【
基
準
収
入
額
】①
同
一
世
帯
で

長
寿
医
療
被
保
険
者
が
ほ
か
に
い

る
場
合
は
、
収
入
額
の
合
計
が
5

2
0
万
円
未
満
②
同
一
世
帯
で
長

寿
医
療
被
保
険
者
が
ほ
か
に
い
な

い
場
合
は
、
収
入
額
が
3
8
3
万

円
未
満

自
己
負
担
限
度
額
を
変
更

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

同
一
世
帯
に
長
寿
医
療
被
保
険

者
が
ほ
か
に
い
な
い
場
合
で
、
前

市税の納税にご協力ください

　７月３１日（木）は、固定資産税・都市計

画税第２期、国民健康保険税第１期の納期

限です。最寄りの金融機関・郵便局でお納

めください。

　詳しくは納税課 �４７０・７７２９へ。

清
掃
作
業
臨
時
職
員

　

ご
み
対
策
課
で
は
、
清
掃
作
業

に
携
わ
る
臨
時
職
員
を
募
集
し
ま

す
。

　
【
雇
用
期
間
】
7
月
中
旬
か
ら

　
【
勤
務
時
間
】
土
曜
・
日
曜
日
を

除
く
午
前
8
時
半
〜
午
後
5
時　
15

分
　
【
募
集
対
象
・
人
員
】
健
康
な
方
。

若
干
名

　
【
賃
金
】1
時
間
当
た
り
1
3
5

0
円
。
作
業
着
一
式
は
貸
与

７

月

１

日

付 

市

人

事

異

動

　

市
で
は
、
7
月
1
日
付
で
課
長

級
3
人
お
よ
び
係
員
の
異
動
を
行

い
ま
し
た
。

　

課
長
級
の
異
動
は
次
の
通
り
で

す
（
カ
ッ
コ
内
は
前
職
）。

　
【
課
長
級
】
課
税
課
長
（
職
員
課

課
長
補
佐
兼
主
査
）
師
岡
範
昭
▽

管
財
課
長
兼
主
査
事
務
取
扱
（
課

税
課
長
）
高
嶋
英
夫
▽
教
育
委
員

会
教
育
部
学
校
適
正
化
等
担
当
課

長（
管
財
課
長
兼
主
査
事
務
取
扱
）

桑
原
茂

　

詳
し
く
は
職
員
課�
4
7
0
・

7
7
1
6
へ
。
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「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」 

が

届

き

ま

す

　

現
在
、
社
会
保
険
庁
で
は
、

す
べ
て
の
被
保
険
者
お
よ
び
年

金
受
給
者
に
、
年
金
加
入
記
録

等
を
記
載
し
た
「
ね
ん
き
ん
特

別
便
」
を
送
付
し
、
基
礎
年
金

番
号
に
登
録
さ
れ
て
い
る
年
金

加
入
記
録
に
誤
り
や
記
載
漏
れ

等
が
な
い
か
確
認
を
し
て
い
ま

す
。

　
【
送
付
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】年
金

受
給
者
＝
4
月
〜
5
月
▼
現
役

加
入
者
＝
6
月
〜　

月
10

　

記
載
内
容
の
漏
れ
や
誤
り
の

有
無
を
確
認
し
て
、
次
の
方
法

で
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

　

①
年
金
受
給
者

　

▼
誤
り
が
な
い
場
合
＝
同
封

の
返
信
用
封
筒
で
、「
年
金
加
入

記
録
回
答
票
」
を
社
会
保
険
業

務
セ
ン
タ
ー
に
郵
送
し
て
く
だ

さ
い

　

▼
誤
り
が
あ
る
場
合
＝
「
年

金
加
入
記
録
回
答
票
」
に
訂
正

内
容
等
を
記
入
の
上
、
年
金
証

書
と
認
め
印
を
持
参
し
て
武
蔵

野
社
会
保
険
事
務
所
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送
で
の

手
続
き
方
法
は
「
ね
ん
き
ん
特

別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
）。

　

②
現
役
加
入
者

　

記
載
誤
り
等
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
、「
年
金
加
入
記
録
回
答
票
」

を
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に

郵
送
し
ま
す
（
勤
務
先
で
回
収

す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）。記
録

の
訂
正
が
必
要
で
、
旧
姓
で
年

金
制
度
に
加
入
し
た
こ
と
が
あ

る
方
は
、
必
ず
「
年
金
加
入
記

録
照
会
回
答
票
」
に
旧
姓
の
記

入
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
ね
ん
き
ん
特
別
便

専
用
ダ
イ
ヤ
ル�
0
5
7
0
・

0
5
8
・
5
5
5
（
月
曜
〜
金

曜
日
は
午
前
9
時
〜
午
後
8
時
、

第
2
土
曜
日
は
午
前
9
時
〜
午

後
5
時
。
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ

か
ら
は�
　

・
6
7
0
0
・
1

03

1
4
4
）
へ
。

後期高齢者医療自己負担限度額

記
②
の
基
準
収
入
額
を
超
え
て
い

る
方
で
も
、
同
一
世
帯
の　

歳
以

70

上　

歳
未
満
の
方
と
前
年
の
「
収

75
入
額
」
を
合
計
し
て
①
の
範
囲
内

の
場
合
は
、
負
担
割
合
は
「
3
割
」

で
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
己

負
担
限
度
額
が「
一
般
」の
方
と
同

額
に
抑
え
ら
れ
ま
す
。
手
続
き
の

方
法
等
は
、
基
準
収
入
額
適
用
申

請
と
同
様
で
す
。
認
定
を
受
け
た

場
合
は
、『
自
己
負
担
限
度
額
「
一

般
」適
用
』と
い
う
表
示
が
追
加
さ

れ
、
被
保
険
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

基
準
収
入
額
適
用 

申
請
を
行
う
に
は

　

前
記
条
件
に
該
当
し
、
申
請
が

必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
基
準

収
入
額
適
用
申
請
書
を
７
月
上
旬

に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
書
が
届
い
た
方
は
、　

年
１９

中
の
収
入
額
等
の
必
要
事
項
を
記

入
・
押
印
の
上
、
７
月
中
に
保
険

年
金
課
高
齢
者
医
療
係
（
市
役
所

１
階
）
へ
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

認
定
を
受
け
た
場
合
は
、
８
月
１

日
か
ら
負
担
割
合
を
「
１
割
」
ま

た
は
『
３
割
※
自
己
負
担
限
度
額

「
一
般
」適
用
』
に
変
更
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
係�
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

「
年
金
か
ら
の
天
引
き
」

か
ら
「
口
座
振
替
」
に 

変
更
で
き
る
よ
う
に 

な

り

ま

し

た

　

長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
を
４

月
か
ら
年
金
か
ら
の
天
引
き
で
納

め
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
や
、　
１０

月
か
ら
年
金
天
引

き
に
な
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
は
、

申
請
し
て
い
た
だ
く
と
年
金
か
ら

の
天
引
き
を
中
止
し
て
、
口
座
振

替
に
よ
る
納
付
方
法
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。対

象

と

な

る

方

　

①
長
寿
医
療
制
度
加
入
前
に
、

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
国
民
健
康

保
険
組
合
に
加
入
し
て
い
て
、
直

近
の
２
年
間
で
保
険
料
（
税
）
を

滞
納
な
く
納
付
し
て
い
た
ご
本
人

　

②
年
金
収
入
が
１
８
０
万
円
未

満
の
方
の
う
ち
、
ほ
か
に
世
帯
主

ま
た
は
配
偶
者
が
い
る
方
で
、
そ

の
方
の
口
座
か
ら
振
り
替
え
の
で

き
る
方

手

続

き

方

法

　
【
お
持
ち
い
た
だ
く
物
】被
保
険

者
証
、
指
定
す
る
金
融
機
関
の
口

座
番
号
が
分
か
る
も
の
、
口
座
の

届
け
出
印
を
持
参
し
て
、
保
険
年

金
課
高
齢
者
医
療
係
（
市
役
所
１

階
）
で
口
座
振
替
の
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】
８
月　

日
（
水
）
ま

２０

で
に
申
請
し
て
い
た
だ
い
た
場
合

は
、　

月
の
年
金
天
引
き
を
中
止

１０

す
る
手
続
き
を
行
い
、　

月
か
ら

１０

口
座
振
替
に
よ
り
納
付
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
８
月　

日
を

２０

過
ぎ
て
申
請
し
て
い
た
だ
い
た
場

合
は
、　

月
分
の
中
止
手
続
き
に

１０

間
に
合
い
ま
せ
ん
の
で
、　

月
以

１２

降
の
年
金
天
引
き
を
中
止
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
係�
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

 
明 
る
い
選
挙
の
実
現
の
た
め

　
　
　

７
月
１
日
〜　

日
は

３１

　
　
　

寄
附
禁
止
強
化
期
間
で
す

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
方
に
、

お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
権
者

が
寄
附
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
違
反
す
る

と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

　

政
治
家
は
有
権
者
に
寄
附
を

「
贈
ら
な
い
！
」、有
権
者
は
政
治

家
に
寄
附
を
「
求
め
な
い
！
」、
政

治
家
か
ら
有
権
者
へ
の
寄
附
は

「
受
け
取
ら
な
い
！
」
の
、
三
な

い
運
動
を
皆
さ
ん
で
徹
底
し
、
明

る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

実
施
期
間
は
７
月
１
日
（
火
）
〜

　

日
（
木
）
で
す
。

３１
　

※
こ
こ
で
い
う
「
政
治
家
」
と

は
、
現
に
公
職
に
あ
る
方
に
加
え

候
補
者
や
候
補
者
に
な
ろ
う
と
し

て
い
る
方
も
含
み
ま
す
。　

　

詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局�
４
７
０
・
７
７
９
０
へ
。

長
寿
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

長
寿
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

保
険
料
の
支
払
い
方
法
が

保
険
料
の
支
払
い
方
法
が

変
更
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

変
更
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た


